
 

学校保健法に基づく出席停止について 

  

幼稚園では、感染症を予防するため、感染した園児に対して出席停止を行うことがあります。 

これは、学校保健法第１２条（H24.4.1改正）に基づき幼稚園での集団発生を防ぐとともに、健康の回復を図るためです。 

出席停止の症状の場合は欠席扱いにはなりませんので、ご家庭でゆっくり休養してください。 

出席停止の期間につきましては、症状により医師に伝染のおそれがないと認められたときはこの限りではありません。 

なお、出席停止の対象となる伝染病、出席停止時の手続きについては、下記のとおりです。 

 

 病     名 出席停止の期間 

１ イ ン フ ル エ ン ザ 発症した後５日を経過し、かつ解熱した後、３日を経過するまで 

２ 
百 日 咳 

特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質製剤に

よる治療が終了するまで 

３ 麻 疹 （ は し か ） 解熱した後、３日を経過するまで 

４ 
流 行 性 耳 下 腺 炎 （ お た ふ く か ぜ ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、

かつ、全身状態が良好になるまで 

５ 風 疹 （ 三 日 ば し か ） 発疹が消えるまで 

６ 水 痘 （ 水 ぼ う そ う ） 全ての発疹がかさぶたになるまで 

７ 咽 頭 結 膜 炎 （ プ ー ル 熱 ） 主な症状がなくなった後、２日を経過するまで 

８ 結 膜 炎 伝染のおそれがないと認められるまで 

９ 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 感 染 症 伝染のおそれがないと認められるまで 

１０ 流 行 性 角 結 膜 炎 伝染のおそれがないと認められるまで 

１１ 急 性 出 血 性 結 膜 炎 伝染のおそれがないと認められるまで 

１２ 溶 連 菌 感 染 症 治癒開始１日を過ぎ、伝染のおそれがないと認められるまで 

１３ 伝 染 性 紅 斑 （ り ん ご 病 ） 発疹以外の症状がなくなるまで 

１４ 手 足 口 病 熱が下がって口内炎が消えるまで 

１５ ヘ ル パ ン ギ ー ナ 熱が下がって口内炎が消えるまで 

１６ マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 症状により伝染のおそれがないと認められるまで 

１７ 髄 膜 炎 菌 性 髄 膜 炎 病状により主治医において感染のおそれがないと認められるまで 

１８ 感 染 性 胃 腸 炎 症状により伝染のおそれがないと認められるまで 
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